
い
難
夷
内
に
略
漢
字
を
知
る
者
有
り
。
自
ら
朝
鮮
国
羅
州
の
人
氏
と
写
す
。

此
れ
が
為
に
該
島
の
頭
目
、
難
夷
を
解
送
し
て
中
山
に
前
来
す
、
等
の
由
あ

り
。

　

査
す
る
に
、
康
煕
二
十
三
年
八
月
内
の
礼
部
の
咨
に
称
す
ら
く
、
今
、
海

禁
已
に
開
け
ば
、
各
省
の
人
民
、
海
上
に
貿
易
行
走
す
る
者
甚
だ
多
し
。
応

に
浜
海
の
外
国
王
等
に
移
文
し
、
各
々
該
管
地
方
に
飭
し
て
、
凡
そ
船
隻
の

漂
至
す
る
者
有
れ
ば
収
養
し
て
解
送
せ
し
む
べ
し
、
等
の
因
あ
り
。
欽
遵
し

て
案
に
在
り
。
随
い
で
難
夷
を
将
て
例
に
照
ら
し
て
館
に
発
り
て
安
挿
す
。

仍
お
官
に
委
し
て
日
に
按
じ
て
廩
餼
を
給
与
し
て
養
贍
す
。
且
つ
衣
服
等
の

件
を
賜
う
。

　

茲
に
接
貢
の
便
に
逢
え
ば
、
接
貢
船
隻
に
附
搭
し
、
都
通
事
鄭
秉
哲
等
を

遣
わ
し
て
難
夷
二
十
名
を
解
送
し
、
前
み
て
閩
省
に
至
る
。
伏
し
て
乞
う
ら

く
は
、
貴
司
、　

両
院
に
転
詳
し
て
例
に
照
ら
し
て
具
題
し
、
逓
送
し
て
京

に
赴
き
、
難
夷
を
し
て
生
き
て
故
土
に
返
ら
し
め
ん
こ
と
を
。
則
ち
普
天
率

土
、
悦
服
せ
ざ
る
靡
し
。
此
れ
が
為
に
擬
し
て
合
に
由
を
備
え
て
貴
司
に
移

咨
す
べ
し
。
事
理
に
依
ら
ん
こ
と
を
請
う
。
煩
為
わ
く
は
査
照
し
て
施
行
せ

ら
れ
よ
。
須
ら
く
咨
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

　
　

右
、
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
咨
す

　

乾
隆
四
年
（
一
七
三
九
）
十
月
二
十
七
日

督撫

注

（1

）
十
一
月　

校
訂
本
は
「
十
月
」
だ
が
、
尚
敬
よ
り
布
政
使
司
あ
て
の
探
問

の
咨
〔
二
二―

二
二
〕
の
日
付
は
乾
隆
三
年
十
一
月
初
八
日
で
あ
る
。

（2

）
羅
州　

現
在
の
韓
国
全
羅
南
道
の
西
南
部
、
栄
山
江
流
域
の
羅
州
平
野
に

位
置
す
る
。
古
代
か
ら
全
羅
道
南
部
地
域
の
中
心
で
あ
っ
た
。

（3

）
該　

校
訂
本
に
は
な
い
が
類
例
に
よ
り
補
っ
た
。

（4

）
悦　

校
訂
本
は
「
祝
」
と
あ
る
が
、「
悦
」
の
誤
り
か
。

2-23-12

国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
琉
球
国
太
平
山
の
難
民
順
天
西

表
首
里
大
屋
子
、
那
覇
の
難
民
新
垣
仁
也
、
八
重
山
の
難
民
毛
元
・
毛

国
等
の
救
助
・
送
還
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
咨
を
受
領
し
、
そ
の
措
置
に

謝
す
る
む
ね
の
咨
覆
（
乾
隆
四
《
一
七
三
九
》
、
十
、
二
十
七
）

　

琉
球
国
中
山
王
尚
（
敬
）
、
恩
賜
も
て
飄
風
の
難
夷
を
撫
養
し
以
て
蟻
命

を
全
う
し
故
土
に
坐
還
せ
ん
こ
と
を
咨
覆
す
る
事
の
為
に
す
。

　

乾
隆
二
年
六
月
十
六
日
、
難
夷
順
天
西
表
首
里
大
屋
子
等
三
十
三
名
、
附

搭
せ
る
犯
民
饒
波
・
大
城
・
犯
婦
宇
田
の
三
名
口
、
共
計
三
十
六
名
口
の
坐

す
る
所
の
船
隻
は
、
風
を
被
り
て
浙
江
定
海
県
地
方
に
飄
至
す
。
又
、
本
年

六
月
二
十
四
日
、
新
垣
等
十
名
の
坐
す
る
所
の
船
隻
は
、
風
を
被
り
て
浙
省

象
山
県
地
方
に
飄
入
し
、
船
は
已
に
損
壊
す
。
内
、
翁
長
一
名
は
象
山
地
方

に
在
り
て
病
故
し
た
れ
ば
、
寔
在
の
難
夷
九
名
は
、
順
天
西
表
首
里
大
屋
子

等
の
船
に
附
搭
し
、
経
に
浙
省
よ
り
移
遣
し
て
閩
に
来
た
り
て
館
駅
に
安
挿

す
。
三
年
八
月
内
に
至
り
て
貢
使
正
議
大
夫
鄭
国
柱
等
の
船
隻
と
同
に
一
斉

に
放
洋
す
。
但
だ
風
不
順
に
し
て
、
且
つ
難
夷
の
船
は
窄
浅
に
し
て
大
洋
渉



り
難
け
れ
ば
、
定
海
に
収
回
す
。
乃
ち
館
駅
に
安
挿
す
る
を
蒙
り
、
幸
い
鄭

国
柱
等
の
船
隻
帰
国
す
る
に
因
り
、
貴
司
の
咨
を
准
け
た
る
に
内
に
称
す
ら

く
、
乾
隆
二
年
閏
九
月
十
六
日
、
上
諭
を
奉
じ
た
る
に
、
今
年
夏
秋
の
間
、

小
琉
球
国
中
山
国
よ
り
粟
・
米
・
棉
花
を
装
載
す
る
船
二
隻
は
、
颶
風
に

遭
値
い
て
桅
を
断
た
れ
柁
を
折
ら
れ
浙
江
定
海
象
山
地
方
に
飄
至
す
る
有

り
。
随
経
に
大
学
士
嵇
曾
筠
等
、
人
数
を
査
明
し
、
衣
糧
を
資
給
し
、
存
す

る
所
の
貨
物
を
将
て
一
一
交
還
す
。
其
の
船
隻
の
器
具
は
修
整
し
て
完
固
な

ら
し
め
、
咨
も
て
閩
省
に
赴
き
附
伴
し
て
帰
国
せ
し
む
。
朕
思
う
に
、
沿
海

の
地
方
は
常
に
外
国
船
隻
の
風
に
遭
い
て
境
内
に
飄
至
す
る
者
有
り
。
朕
、

胞
与
は
内
外
を
懐
く
を
為
し
、
並
え
て
外
邦
の
民
人
を
岐
視
す
る
無
し
。
既

に
中
華
に
到
れ
ば
豈
に
一
夫
も
所
を
失
わ
し
む
べ
け
ん
や
。
嗣
後
、
如
し
此

の
風
を
被
り
て
飄
泊
す
る
の
人
船
に
似
る
有
れ
ば
、
該
督
撫
に
着
し
て
有
司

を
督
率
し
て
意
を
加
え
て
撫
恤
し
、
存
公
銀
両
よ
り
動
用
し
、
衣
糧
を
賞
給

し
、
舟
楫
を
修
理
し
、
並
び
に
貨
物
を
将
て
査
還
し
て
本
国
に
遣
帰
せ
し

め
、
以
て
朕
の
遠
人
を
懐
柔
す
る
の
至
意
を
示
せ
。
此
れ
を
将
て
永
く
著
し

て
例
と
為
せ
、
と
あ
り
。
此
れ
を
欽
む
。
各
督
撫
に
通
行
し
て
遵
照
し
て
案

に
在
り
、
等
の
由
あ
り
。
此
れ
を
奉
け
た
り
。
啻
に
臣
敬

、
感
激
す
る
こ
と

窮
ま
る
無
き
の
み
な
ら
ず
、
普
天
率
土
、
傾
心
し
て
悦
服
す
。

　

又
、
三
年
六
月
十
三
日
、
難
夷
新
垣
仁
也
等
二
十
五
名
、
附
搭
せ
る
商
客

の
金
城
等
四
名
、
共
計
二
十
九
名
の
坐
す
る
所
の
船
隻
は
、
風
を
被
り
て
浙

省
臨
海
県
地
方
に
飄
至
す
。
内
に
商
客
の
金
城
一
名
は
臨
海
県
に
在
り
て
病

故
し
た
れ
ば
、
寔
に
二
十
八
名
在
り
。
坐
す
る
所
の
船
隻
は
、
経
に
浙
省
よ

り
解
送
さ
れ
閩
に
来
た
り
て
館
駅
に
安
挿
す
。

　

又
、
三
年
十
二
月
十
八
日
、
毛
元
等
三
十
六
名
の
坐
す
る
所
の
船
隻
は
風

を
被
り
て
閩
轄
の
定
海
汛
地
方
に
飄
入
し
、
館
駅
に
安
挿
す
。

　

以
上
の
難
夷
、
通
共
一
百
九
名
口
な
り
。
倶
に
是
れ
敝
国
の
人
民
な
り
。

深
く
諸
伍
の
上
憲
を
蒙
り
、
皇
恩
の
浩
蕩
な
る
を
仰
体
し
、
意
を
加
え
て

施
在
し
、
難
民
を
優
恤
し
、
口
糧
・
行
糧
・
布
棉
・
食
物
等
の
項
を
賞
給

し
、
併
び
に
船
隻
を
修
理
す
る
の
銀
両
も
て
修
葺
し
て
堅
固
な
る
を
得
せ
し

む
。
夷
船
二
隻
に
分
坐
し
て
已
に
乾
隆
四
年
八
月
二
十
日
に
貢
船
と
同
に
一

斉
に
帰
国
し
、
悉
く
故
土
原
籍
に
返
る
。
此
れ
が
為
に
由
を
備
え
て
貴
司
に

移
咨
す
。
煩
為
わ
く
は
察
照
し
て
施
行
せ
ら
れ
よ
。
須
ら
く
咨
に
至
る
べ
き

者
な
り
。

　
　

右
、
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
咨
す

　

乾
隆
四
年
（
一
七
三
九
）
十
月
二
十
七
日

注

（1

）
悦　

校
訂
本
は
「
祝
」
と
あ
る
が
、
「
悦
」
の
誤
り
か
。

（2

）
諸
伍　

校
訂
本
で
は
「
諸
伍
」
だ
が
〔
四
八―

一
八
〕
で
は
「
列
院
曁
諸

位
仰
体
、
皇
上
懐
柔
」
と
あ
る
。
各
位
の
上
官
の
意
だ
と
す
れ
ば
こ
こ
は

「
諸
位
」
の
誤
り
か
。

（3

）
施
在　

め
ぐ
む
。
ほ
ど
こ
す
。


